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道
営
住
宅
入
居
者
募
集

　

国
道
12
号
線
や
イ
オ
ン
三
笠
店
に

隣
接
し
利
便
性
が
高
く
、低
層
の
た

め
日
当
り
の
よ
い
団
地
で
す
。

【
募
集
住
宅
】

▼
２
号
棟（
木
造
平
屋
２
Ｌ
Ｄ
Ｋ
子

育
て
世
帯
１
戸
）

▼
５
号
棟（
木
造
平
屋
２
Ｌ
Ｄ
Ｋ
子

育
て
世
帯
１
戸
、一
般
世
帯
２
戸
）

※
募
集
戸
数
は
若
干
変
更
す
る
可
能

性
が
あ
り
ま
す
。

※
子
育
て
世
帯
向
け
住
宅
に
つ
い
て

は
ご
家
族
に
１
人
以
上
小
学
校
就
学

の
時
期
に
達
す
る
ま
で
の
方
と
同
居

し
て
い
る
、ま
た
は
同
居
し
よ
う
と

し
て
い
る
方
に
限
り
申
し
込
み
で
き

ま
す
。

※
単
身
世
帯
の
方
も
入
居
が
可
能
な

場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、問
い
合
わ

せ
先
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

【
家
賃
】

▼
２
号
棟
…
１
６
，８
０
０
円
～
３
３
，

１
０
０
円

▼
５
号
棟
…
１
７
，３
０
０
円
～
３
４
，

１
０
０
円

　

家
賃
は
収
入
区
分
に
応
じ
て
算
出

さ
れ
ま
す
。初
回
の
支
払
い
は
敷
金

（
家
賃
２
カ
月
分
）で
す
。

　

駐
車
場
を
使
用
さ
れ
る
方
は
、別

途
駐
車
所
使
用
料
が
発
生
し
ま
す
。

【
入
居
開
始
日
】入
居
お
申
し
込
み
に

対
し
て
随
時
入
居

※
抽
選
は
行
わ
ず
、先
着
順
の
入
居

と
な
り
ま
す
。

【
申
込
受
付
】問
合
せ
先
住
所
で
随
時

入
居
申
し
込
み
受
付
を
し
ま
す
。印

鑑
と
書
類
な
ど
を
ご
用
意
く
だ
さ
い
。

ま
た
、事
前
に
連
絡
を
い
た
だ
け
れ

ば
郵
送
に
よ
る
受
付
も
可
能
で
す
。

【
必
要
書
類
】世
帯
全
員
の
収
入
を
証

明
す
る
も
の（
源
泉
徴
収
票
な
ど
）、

障
が
い
者
手
帳（
該
当
す
る
方
の
み
）

【
そ
の
他
】家
賃
算
出
や
入
居
に
際
し
、

所
得
制
限
や
世
帯
区
分
な
ど
の
要
件

が
あ
り
ま
す
の
で
問
い
合
わ
せ
い
た

だ
く
か
、指
定
管
理
者
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
申
込
・
問
合
先
】

（
指
定
管
理
者
）エ

ム
エ
ム
エ
ス
マ
ン

シ
ョ
ン
マ
ネ
ー
ジ

メ
ン
ト
サ
ー
ビ
ス
㈱
空
知
事
業
所

◎
住
所
…
滝
川
市
本
町
２
丁
目
３
番

５
号
Ｔ
Ｓ
ビ
ル
２
階　

◎
営
業
時
間
…
午
前
８
時
45
分
～
午

後
５
時
30
分（
土
・
日
曜
日
、祝
日
を

除
く
）☎
０
１
２
５-

23-

３
０
７
１

自
衛
官
募
集

■
自
衛
隊
幹
部
候
補
生

【
受
験
資
格
】22
歳
以
上
26
歳
未
満
の

者
、20
歳
以
上
22
歳
未
満
の
大
卒
の

者（
見
込
含
）、修
士
課
程
修
了
者
な

ど（
見
込
含
）は
28
歳
未
満
の
者

【
受
付
期
限
】４
月
14
日
㈮

【
一
次
試
験
日
】４
月
22
日
㈯
～
23
日
㈰

■
一
般
曹
候
補
生

【
受
験
資
格
】18
歳
以
上
33
歳
未
満
の

者（
32
歳
の
者
は
、採
用
予
定
月
の
末

日
現
在
、33
歳
に
達
し
て
い
な
い
者
）

【
受
付
期
限
】５
月
９
日
㈫

【
一
次
試
験
日
】５
月
19
日
㈮
～
28
日

㈰
の
い
ず
れ
か
１
日

■
自
衛
官
候
補
生

【
受
験
資
格
】18
歳
以
上
33
歳
未
満
の

者（
32
歳
未
満
の
者
は
、採
用
予
定
月

の
１
日
か
ら
起
算
し
て
３
月
に
達
す

る
日
の
翌
月
の
末
日
現
在
、33
歳
に

達
し
て
い
な
い
者
）

【
受
付
期
限
】年
間
を
通
じ
て
受
付

【
一
次
試
験
日
】受
付
時
ま
た
は
各
自

衛
隊
地
方
協
力
本
部
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

■
予
備
自
衛
官
補

【
受
験
資
格
】▼
一
般
…
18
歳
以
上
34

歳
未
満
の
者
▼
技
能
…
18
歳
以
上
で

国
家
資
格
な
ど
を
有
す
る
者（
資
格

に
よ
り
53
歳
未
満
か
ら
55
歳
未
満
）

【
受
付
期
限
】４
月
６
日
㈭

【
一
次
試
験
日
】４
月
８
日
㈯
か
ら
23

日
㈰
の
い
ず
れ
か
１
日

【
問
合
先
】総
務
課
総
務
秘
書
係
☎
②

３
１
８
５
／
自
衛
隊
岩
見
沢
地
域
事

務
所
☎
０
１
２
６-

23-

５
５
１
４

三
笠
市
農
業
委
員
会
委
員

募
集

　

農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
に

基
づ
き
、農
業
者
が
組
織
す
る
団
体

や
市
内
の
農
業
者
か
ら
の
推
薦
の
ほ

か
、一
般
公
募
に
よ
る
農
業
委
員
を

募
集
し
ま
す
。

　

農
業
委
員
は
、農
業
に
関
す
る
識

見
を
有
し
、農
地
な
ど
の
利
用
の
最

適
化
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
や
、そ

の
他
の
農
業
委
員
会
の
所
掌
に
属
す

る
こ
と
に
関
し
、そ
の
職
務
を
適
切

に
行
う
こ
と
が
で
き
る
方
を
、市
長

が
議
会
の
同
意
を
得
て
任
命
し
ま
す
。

【
任
期
】７
月
20
日
か
ら
３
年
間

【
募
集
人
員
】10
人（
利
害
関
係
を
有

し
な
い
中
立
委
員
を
含
む
）

【
募
集
期
限
】５
月
１
日
㈪

【
応
募
方
法
】推
薦
書
ま
た
は
応
募
申

込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、農
業

委
員
会
事
務
局
に
郵
送
ま
た
は
持
参

し
て
く
だ
さ
い
。

※
推
薦
書
・
応
募
申
込
書
は
、農
業
委

員
会
事
務
局
で
受
け
取
る
か
、市
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し

て
く
だ
さ
い
。

【
問
合
先
】農
業
委
員
会
事
務
局
☎
②

３
１
９
６

三
笠
市
水
上
安
全
赤
十
字

奉
仕
団
員
の
募
集

　

水
上
安
全
奉
仕
団
は
、赤
十
字
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
の
団
体
で
地
域
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
の
実
践
と
救
急
法
や
水
上
安

全
の
普
及
を
目
指
す
団
体
で
す
。

【
活
動
内
容
】救
護
活
動
と
し
て
、温

水
プ
ー
ル
に
お
い
て
夏
休
み
中
の
児

童
の
監
視
を
実
施
す
る
ほ
か
、地
域

活
動
と
し
て
、公
園
な
ど
の
ご
み
拾

い
な
ど
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

【
対
象
】男
女
・
年
齢
問
い
ま
せ
ん
。

【
申
込
・
問
合
先
】三
笠
市
水
上
安
全

赤
十
字
奉
仕
団
委
員
長 

佐
藤 

基
樹

☎
②
３
４
４
１

暮
ら
し
の
情
報

道
営
住
宅

で
あ
え
ー
る
サ
ン
タ
ウ
ン
岡
山
団
地

５
号
棟
が
完
成
し
ま
し
た
！
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暮
ら
し
の
情
報

【問合先】総務課総務秘書係☎②3185令和5年度庁舎電話番号表
主な業務内容 部署 電話番号

市役所庁舎管理・公用車両管理関係 総務秘書係 ☎②３１８５
職員採用・進退関係 職員係

☎②３１８４デジタル化の推進・行政情報化関係 デジタル推進課
危機対策に関する調整関係 危機管理室
住民記録・戸籍事務・住民票・マイナンバー・国民年金・市営バス関係 市民年金係 ☎②３１８７
国民健康保険・後期高齢者医療関係 保険医療係 ☎②３１８８
介護保険、介護サービス給付関係 介護保険係 ☎②３６１１
ごみ・犬の登録・墓地・環境保全関係 環境衛生係 ☎②３１８９
保育所・児童館・児童扶養・民生委員・生活保護関係 福祉事務所 ☎②３９９５
障がい者福祉・高齢者福祉・母子手帳・各種検診・食育の推進関係 保健福祉課

☎③２０１０妊娠・出産・育児に関する相談関係 子育て世代包括支援
センター

介護予防ケアマネージメント、保険・医療・福祉の総合的な相談およ
び支援などの関係 地域包括支援センター

総合計画、まちづくり、統計、市ホームページ、広報の編集発行関係、
移住定住関係 企画調整課 ☎②３１８２

市民相談、生活相談、行政相談、法律相談関係 市民相談室 ☎②３１８３
市の財政、財産管理関係 財政係

☎②３１８６
市民税・固定資産税・所得証明などの発行関係 市税係
納税関係 納税係 ☎②３１６３
農業、林業、鳥獣保護、道の駅関係 農林課 ☎②３９９６
商工業、観光、労働、ジオパーク関係 商工観光課 ☎②３９９７
産業開発・振興関係 産業開発課 ☎③７０９０
市営住宅の各種手続き・管理関係 住宅係 ☎②３９９８
道路などの管理、除排雪、土木･公園事業、建築確認関係、工事契約、
ダム・道路建設関係

建築係、土木公園係、
維持係、建設管理係 ☎②３９９９

水道・下水道関係 水道課 ☎②３１７８

水道・下水道全般の問い合わせ、申し込み、支払い関係 三笠市上下水道お客様
センター ☎②４００１

公金などの出納・管理関係 会計課 ☎②３１７９
市議会関係 議会事務局 ☎②３１９４
各種選挙関係 選挙管理委員会 ☎②３１９５
各種監査関係 監査委員事務局 ☎②３１９７
農地の管理、権利移動関係 農業委員会 ☎②３１９６
学校教育、教育委員会関係、高校生レストラン施設管理関係 学校教育課

☎②２１９７
高校生レストラン運営関係 高校生レストラン

統括室
公民館、文化、青少年の健全育成・文化芸術振興関係 社会教育課 ☎②３５９１
図書館の運営・図書の貸し出し関係 図書館 ☎②３５１４
博物館資料の管理、展示関係 博物館 ☎⑥７５４５
高校関係、まごころきっちん・シェリー運営関係 高校事務室 ☎④２２００
病院関係全般 市立病院 ☎②３１３１
※土・日曜日と祝日、平日の午後5時から翌朝午前8時30分までは、市役所当直室につながります。
　（保健福祉課・子育て世代包括支援センター・地域包括支援センター・学校教育課・社会教育課・図書館・博
　物館・高校事務室・市立病院を除く）
※来庁の際にお困りのときは、市民年金係または正面入口に設置している電話機で総務課へ気軽に問い合
　わせください。


